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１．はじめに 
2023 年度税制改正では、「家計の資産を貯蓄から投資へ

と積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISA
の抜本的拡充・恒久化を行う。」とされました。本稿では、
改正前の NISA 制度と改正後の NISA 制度について解説い
たします。 

２．NISA 制度 
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、

これらを売却して得た利益や受け取った配当に対しては約
20％の税金がかかります。NISA は、「NISA 口座（非課税口
座）」内で毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商
品から得られる利益に対して、税金がかからなくなる制度
です。イギリスの ISA（Individual Savings Account=個人貯
蓄口座）をモデルとした日本版 ISA として、NISA(Nippon 
Individual Savings Account)という愛称で呼ばれています。 

３．2023 年までの NISA 制度 
NISA には、成年（20 歳以上）が利用できる「一般 NISA」

「つみたて NISA」の他、未成年（20 歳未満）が利用できる
「ジュニア NISA」の 3 種類があります。 

「一般 NISA」と「つみたて NISA」は併用することがで
きず、また、2022 年 4 月 1 日に実施された成人年齢の引き
下げに伴い、2023 年 1 月以降 18 歳から「一般 NISA」や
「つみたて NISA」の口座開設が可能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：金融庁の HP より） 

（１） 一般 NISA 

2014 年 1 月からスタートした制度で、毎年 120 万
円の範囲内で購入した金融商品から得た利益（配当金・
譲渡益。以下も同じ。）について、5 年間税金がかかり
ません。非課税で保有できる投資総額は最大 600 万円
(120 万円×5 年)となります。 

5 年間の非課税期間が終了した後は、①保有してい
る金融商品を翌年の非課税投資枠に移す、②課税口座
（一般口座や特定口座）に移管する、③売却するのい
ずれかを選択する必要があります。非課税投資枠に移
管する場合は、金額の上限はなく、時価が 120 万円を
超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資

枠に移すことができます。 

一般 NISA は 2023 年までの制度となりますので、金
融商品の購入を行うことができるのは 2023 年までと
なります。2023 年中に購入した金融商品についても 5
年間（2027 年まで）非課税で保有することができます。 

（２） つみたて NISA 

2018 年 1 月からスタートした特に少額からの⾧期・
積立・分散投資を支援するための非課税制度です。対
象商品は手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われな
いなど、⾧期・積立・分散投資に適した公募株式投資信
託と上場株式投資信託（ETF）に限定されています。毎
年 40 万円の範囲内で購入した投資信託から得た利益
について、20 年間税金がかかりません。非課税で保有
できる投資総額は最大 800 万円（40 万円×20 年）と
なります。 

20 年間の非課税期間が終了した後は、課税口座（一
般口座や特定口座）に払い出されます。一般 NISA とは
異なり、翌年の非課税枠に移すことはできません。 

2042 年までの制度となりますので、投資信託の購入
を行うことができるのは 2042年までとなります。2042
年中に購入した投資信託についても 20 年間（2061 年
まで）非課税で保有することができます。 

（３） ジュニア NISA 

2016 年 1 月からスタートした制度で、未成年（2023
年は０歳～17 歳）が対象となります。毎年 80 万円の
範囲内で購入した金融商品から得た利益について、5 年
間税金がかかりません。非課税で保有できる投資総額
は最大 400 万円（80 万円×5 年）となります。 

5 年間の非課税期間終了後は新たな非課税投資枠へ
の移管による継続保有ができます。20 歳以降は自動的
に NISA 口座が開設され、18 歳までは払い出しに制限
があります。 

2023 年までの制度となりますので、購入できるのは
2023 年までとなります。なお、2024 年以降、当初の
非課税期間（5 年間）の満了を迎えても、18 歳になる
までは引き続き非課税で保有することができます（再
投資ができないため）。また、2024 年以降は、年齢にか
かわらず、災害等のやむをえない理由によらない場合
でも、非課税での払い出しも可能となります。 

４．改正後の NISA 制度 
2024 年以降の NISA 制度は下記のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：金融庁の HP より） 

 



 
「つみたて投資枠」と「成⾧投資枠」は併用が可能とな

り、また、2023 年までに現行の「一般 NISA」及び「つみ
たて NISA」で投資した金額は、新しい制度の外枠で、現行
制度における非課税措置が適用されます。なお、現行制度
で保有している金融商品を新しい制度へ移管することはで
きません。 

（１） つみたて投資枠 

2024 年 1 月からスタートする制度で、現行の「つみ
たて NISA」の拡充版として設けられた制度になります。 

年間投資枠は、これまでの 40 万円から 3 倍の 120
万円となります。対象の金融商品は「つみたて NISA」
と同じとなり、金融商品から得た利益について無期限
に税金がかかりません。非課税で保有できる投資総額
は 1,800 万円（成⾧投資枠と合わせて）となります。 

（２） 成⾧投資枠 

2024 年 1 月からスタートする制度で、現行の「一般
NISA」の拡充版として設けられた制度になります。 

年間投資枠は、これまでの 120 万円から 2 倍の 240
万円となります。対象の金融商品は「一般 NISA」のう
ち一部が除外され、金融商品から得た利益について無
期限に税金がかかりません。非課税で保有できる投資
総額は 1,200 万円（つみたて投資枠と合わせて 1,800
万円）となります。 

（３） 非課税保有限度額 

投資総額は（１）と（２）と合わせて 1,800 万円（成
⾧投資枠は 1,200 万円が限度）となります。年間の投
資上限額に達していない場合でも、既に保有している
金融商品の取得価額が上記上限に達している場合は、
新たな購入はできません。 

ただし、保有資産を売却することにより、非課税投
資枠が再利用できることとなります。 

５．おわりに 
改正後の NISA 制度は課税されない期間が無期限となり、

期限を気にせず⾧期の投資が可能となります。また、これ
までは、「一般 NISA」か「つみたて NISA」のいずれか一方
のみでしたが、新しい NISA 制度は併用が可能となります。
投資信託で積立ながら、一方で高配当株や優待株を購入す
るなどの組み合わせが可能となります。 

将来の資産形成の一つとして、NISA を活用してはいかが
でしょうか。 


